
 

 

 

令和７年第１回 

 

中部知多衛生組合議会定例会 

 

会 議 録 

 

 

 

 

 

 

 

中部知多衛生組合 

 

 



 - 1 -

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

招   集   令和７年２月７日（金） 

開 催 場 所   常滑市役所３階委員会室 

開   会   午 前 1 0 時 0 0 分 

閉   会   午 前 1 0 時 3 1 分 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

日程第３  諸般の報告 

       例月出納検査結果（令和６年10月～12月分）        

日程第４  議案第１号 

令和７年度中部知多衛生組合会計予算 

日程第５  議案第２号 

令和６年度中部知多衛生組合会計補正予算（第１号） 

日程第６  議案第３号 

      中部知多衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正について 

日程第７  議案第４号 

中部知多衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて 
日程第８  議案第５号 

        中部知多衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正について 
 

 

◎本日の会議に付議された事件 

 議事日程のとおり 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

午前10時00分 開会 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（加藤久豊） 皆さん、おはようございます。ただいまから、令和７年第

１回中部知多衛生組合議会定例会を開会いたします。招集に際しまして、管

理者から挨拶の申し出がございますので、これを許します。管理者、常滑市

長。 

 

管理者（伊藤辰矢） 議長のお許しをいただきまして、開会にあたり、一言ご

挨拶を申し上げます｡本日は、令和７年第１回中部知多衛生組合議会定例会を

招集申し上げましたところ、公私とも大変お忙しい中、ご参集を賜り、誠に

ありがとうございます。日頃は、中部知多衛生組合の運営につきまして、ご

高配を賜り、改めて敬意と感謝を表するものでございます。 

さて、本日、付議申し上げます案件は、当初予算案１件、補正予算案１件、

条例の一部改正案３件の計５件でございます。議案の内容につきましては、後

ほど担当よりご説明させていただきます。慎重にご審議をいただきますようお

願い申し上げ、招集に際しましての挨拶とさせていただきます。本日は、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

議長（加藤久豊） ありがとうございました。ただいまの出席議員は15名であ

ります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開き、議事日程の順序

に従い会議を進めてまいります。本日の議事日程は、事前に配付いたしまし

たとおりでございますので、よろしくお願いをいたします。これより、日程

に入ります。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（加藤久豊） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。お諮りい

たします。署名議員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） 異議なしと認めます。よって、議長において指名をいたし

ます。署名議員には、８番石川喜次議員、13番稲葉民治議員を指名いたしま
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す。両名よろしくお願いします。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第２  会期の決定 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（加藤久豊） 日程第２「会期の決定」を議題といたします。お諮りをい

たします。本定例会の会期は、本日の１日間といたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） 異議なしと認めます。よって、会期は本日の１日間と決定

いたしました。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第３  諸般の報告 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（加藤久豊） 日程第３「諸般の報告」をいたします。監査委員から「例

月出納検査結果（令和６年10月から12月分）」について、報告書が提出され

ておりますので、その写しを配付いたしまして報告とさせていただきます。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第４  議案第１号 

令和７年度中部知多衛生組合会計予算 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（加藤久豊） 日程第４ 議案第１号「令和７年度中部知多衛生組合会計

予算」を議題といたします。本案に関しての説明を求めます。場長。 

 

場長（増田喜政） ただいま議題となりました、議案第１号「令和７年度中部 

知多衛生組合会計予算」につきまして、ご説明申し上げます。議案書の１ペ

ージをご覧ください。第１条で定めます、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ３億５千156万５千円と定めるものでございます。歳入歳出予算の款
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項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によるもので

ございます。第２条は、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入

金の借入れの最高額は１千万円と定めるものでございます。２ページから16

ページの内容につきましては、27･28ページの「令和７年度予算歳入歳出一覧

表」によりご説明申し上げます。恐れ入りますが、27ページをご覧ください。

最初に「歳入」から主なものを順にご説明申し上げます。分担金は、施設の

運転等維持管理に係る経費を投入量割により算出し、２市１町に負担してい

ただくものでございます。１款１項１目半田市の分担金は９千38万６千円、

常滑市の分担金は１億１千651万２千円、武豊町の分担金は５千195万８千円、

計２億５千885万６千円となるものでございます。これは、給与改定による報

酬及び人件費の増、３年ごとに実施される精密機能検査事業費の増により前

年度と比較いたしまして397万７千円、率にして1.6%の増となるものでござい

ます。負担金は、令和４年６月に完了した施設改修整備工事の際に借り入れ

た組合債の「組合債償還利子・元金」について、均等割及び人口割により算

出し、２市１町に負担していただくものでございます。１款２項１目半田市

の負担金は３千348万円、常滑市の負担金は４千48万２千円、武豊町の負担金

は１千790万１千円で、計９千186万３千円となるものでございます。これは、

令和６年度で既設放流管渠撤去等工事が完了となるため前年度と比較いたし

まして７千210万８千円、率にして44.0%の減となるものでございます。３款

１項１目「周辺整備事業費負担金」81万８千円は、長成公園の周辺整備事業

及び地元対策にかかる経費のうち、40％を武豊町に負担していただくもので

ございます。最下段にございます「歳入の計」は、３億５千156万５千円の計

上で、前年度と比較いたしまして６千814万２千円、率にして16.2%の減とな

るものでございます。続きまして、28ページをご覧ください。「歳出」につ

きまして、主なものを順にご説明申し上げます。「２款１項１目 報酬及び人

件費」につきましては、給与改定によりそれぞれ増となるものでございます。 

「２款２項１目 １精密機能検査事業費」は、198万円の計上で廃棄物の処理

及び清掃に関する法律施行規則第５条の規定に基づき廃棄物処理施設の維持

管理のため、３年に１回以上設備の状況や処理効果など詳細な検査をおこな

わなければならないため実施するものでございます。「２款２項１目 ２施設

包括運転管理費」は、１億８千942万円の計上で前年度と同額でございます。

これは、施設整備工事完了後の令和４年７月から５年間の長期包括運転管理

等業務委託でして４年目に入ります。「４廃棄物等処分費」は、２千637万５

千円の計上で前年度と比較して６万４千円、率にして0.2％の減でございます。

これは、主にし尿及び浄化槽汚泥の脱水後に発生する脱水汚泥を知多南部広

域環境組合で処分するための費用となります。「５負担金」は、149万６千円

の計上で下水道放流に伴う「衣浦西部浄化センター建設費負担金及び資本費

負担金」でございます。「２款２項２目 改修事業費」は、令和６年度で既設
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放流管の撤去工事が完了するため皆減となりました。「３款１項１目 利子」

は、282万６千円の計上で令和２年度から４年度に借り入れた組合債の償還利

子でございます。「３款１項２目 元金」は、８千903万８千円の計上で利子

と同じく施設の改修整備工事の際に借り入れた組合債の償還元金でございま

す。最下段にございます「歳出の計」は、歳入と同額の３億５千156万５千円

の計上で前年度と比較して６千814万２千円、率にして16.2%の減となるもの

でございます。なお、17ページから22ページに「給与費明細書」を、23・24

ページに「債務負担行為調書」を、25ページに「地方債調書」を、29ページ

以降にそのほかの資料を参考として掲載させていただきました。以上、議案

第１号につきまして、よろしくご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申

しあげ、説明とさせていただきます。 

 

議長（加藤久豊） 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はあ

りますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） よろしいですか。質疑を終結いたします。これより討論に

入ります。討論はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） よろしいでしょうか。討論を終結いたします。これより採

決を行います。本案は、原案を可とするにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案を可と

するに決しました。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第５  議案第２号 

令和６年度中部知多衛生組合会計補正予算 

（第１号） 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（加藤久豊） 日程第５ 議案第２号「令和６年度中部知多衛生組合会計
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補正予算（第１号）」を議題といたします。本案に関しての説明を求めます。

場長。 

 

場長（増田喜政） ただいま議題となりました、議案第２号「令和６年度中部 

知多衛生組合会計補正予算（第１号）」につきまして、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、歳入につきましては前年度繰越金の確定に伴います措置及び

令和６年１月から12月までの投入量が確定したことによります「市町分担金

の精算」、令和６年４月１日現在の各市町人口によります「市町負担金の精

算」をお願いするものでございます。また、歳出につきましては、人事院勧

告による給与改定に伴う決算を見込みましての人件費の増額でございます。 

議案書の１ページをご覧ください。第１条に定めます歳入歳出予算の補正に

つきましては、歳入歳出それぞれ52万５千円を増額いたし、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４億２千23万２千円とするものでございます。歳入

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」により定めるものでございま

す。３ページから12ページの内容につきましては、19･20ページの「令和６年

度補正予算第１号歳入歳出一覧表」により、ご説明申し上げます。恐れ入り

ますが、19ページをご覧ください。内容につきましては、初めに「歳入」か

らご説明申し上げます。「１款１項１目 分担金」は、前年度繰越金の確定、

人件費の決算を見込みまして、半田市の分担金を74万６千円、常滑市の分担

金を348万７千円、武豊町の分担金を135万２千円、それぞれ減額いたし、表

中下段の集計欄にございますように「分担金」を558万５千円減額いたし、補

正後の額を２億４千929万４千円 とするものでございます。「１款２項１目 

負担金」は、前年度繰越金の確定により半田市の負担金を415万円、常滑市の

負担金を332万３千円、武豊町の負担金74万３千円、それぞれ減額いたし、表

中下段の集計欄にございますように「負担金」を821万６千円減額いたし、補

正後の額を１億５千575万５千円とするものでございます。「２款１項１目 前

年度繰越金」は、前年度繰越金の確定により１千432万６千円を増額いたし、

補正後の額を１千432万７千円とするものでございます。最下段の「歳入の計」

は、52万５千円増額いたし、補正後の額を４億２千23万２千円のするもので

ございます。続きまして、20ページをご覧ください。「歳出」につきまして、

ご説明申し上げます。「２款１項１目 １報酬及び２人件費」は人事院勧告に

よる給与改定に伴い「報酬」を11万５千円、「人件費」を41万円、それぞれ

増額いたし、表中下段の集計欄にございますように「２款 衛生費(１)総務費」

を52万５千円増額いたし、補正後の額を３千309万３千円とするものでござい

ます。最下段の「歳出の計」は、歳入と同額の52万５千円増額いたし、補正

後の額を４億２千23万２千円のするものでございます。なお、13ページから

16ページに「給与費明細書」を21ページ以降にそのほかの資料を参考として
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掲載させていただきました。以上、議案第２号につきまして、よろしくご審

議のうえ、ご可決賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきま

す。 

 

議長（加藤久豊） 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はあ

りますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） よろしいでしょうか。質疑を終結いたします。これより討

論に入ります。討論はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） 討論を終結いたします。これより採決を行います。本案は、

原案を可とするにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） ご異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案を可と

するに決しました。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第６  議案第３号 

中部知多衛生組合職員の勤務時間、休暇等に 

関する条例の一部改正について 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（加藤久豊） 日程第６ 議案第３号「中部知多衛生組合職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正について」を議題とします。本案について説

明をお願いいたします。場長。 

 

場長（増田喜政） ただいま議題となりました、議案第３号「中部知多衛生組

合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」ご説明申し上

げます。議案書にございますように、新旧対照表の右側、改正前の欄に掲げ

る規定を左側、改正後の欄に掲げる規定に下線部分で示すように改正するも

のでございます。改正の内容につきましては、６ページの「資料」により、   
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ご説明申し上げます。「１趣旨」でございますが、国家公務員において、仕

事と生活の両立支援の拡充を目的として、時間外勤務の免除の対象となる職

員の範囲の拡大及び勤務環境の整備に関する措置がされることに伴い、所要

の改正をするものでございます。「２改正内容」でございますが、「（１）

時間外勤務の免除対象となる職員の範囲の拡大」につきまして、職員が申請

することにより時間外勤務が免除される職員の範囲を現行の「３歳未満の子

を養育するために申請した職員」を「小学校就学の始期に達する子を養育す

るために申請した職員」に改正するものでございます。次に、「(２)勤務環

境の整備に関する措置の新設」につきましては、介護による離職を防止する

ため、仕事と介護の両立支援に関する措置を講じるとして、次の①家族の介

護に直面した旨を申し出た職員に対する仕事と介護の両立支援制度等の周

知・意向確認の実施。②職員への仕事と介護の両立支援制度等に関する早期

の情報提供。③研修の実施及び相談体制の整備を行っていくものでございま

す。「３施行期日」でございますが、令和７年４月１日から施行するとし、

ただし、「２（１）時間外勤務の免除対象となる職員の範囲の拡大」により、

新たに申請が可能となった３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養

育する職員の当該申請に係る経過措置は公布の日から施行するものでござい

ます。以上、議案第３号につきまして、よろしくご審議のうえ、ご可決たま

わりますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 

 

議長（加藤久豊） 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はあ

りますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） 質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論は

ありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） 討論を終結いたします。これより採決を行います。本案は、

原案を可とするにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） ご異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案を可と

するに決しました。 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第７  議案第４号 

中部知多衛生組合職員の育児休業等に関す 

る条例の一部改正について 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（加藤久豊） 日程第７ 議案第４号「中部知多衛生組合職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。本案についての

説明をお願いいたします。場長。 

 

場長（増田喜政） ただいま議題となりました、議案第４号「中部知多衛生組

合職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。

中部知多衛生組合職員の育児休業等に関する条例につきましては、「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部

改正により、引用条文の条ずれが生じたことから引用箇所を新旧対照表のと

おり改正するものでございます。議案書にございますように、新旧対照表の

右側、改正前の欄に掲げる規定を左側、改正後の欄に掲げる規定に下線部分

で示すように改正するものでございます。附則としてこの条例は、令和７年

４月１日から施行するものでございます。以上、議案第４号につきまして、

よろしくご審議のうえ、ご可決たまわりますようお願い申し上げ、説明とさ

せていただきます。 

 

議長（加藤久豊） 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はあ

りますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） 質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論は

ありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） 討論を終結いたします。これより採決を行います。本案は、

原案を可とするにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） ご異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案を可と
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するに決しました。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

日程第８  議案第５号 

中部知多衛生組合職員の給与に関する条例の 

一部改正について 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

議長（加藤久豊） 日程第８ 議案第５号「中部知多衛生組合職員の給与に関

する条例の一部改正について」を議題といたします。本案について説明をお

願いいたします。場長。 

 

場長（増田喜政） ただいま議題となりました、議案第５号「中部知多衛生組

合職員の給与に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。議案

書にございますように、新旧対照表の右側、改正前の欄に掲げる規定を左側、

改正後の欄に掲げる規定に下線部分で示すように改正するものでございます。

１ページの第１条においては、令和６年度における給料表の改定及び期末勤

勉手当の支給割合の改定について規定しております。９ページをご覧くださ

い。第２条では、令和７年度からの給料月額最低水準の引き上げ、扶養手当

など各種手当の改定、管理職員特別勤務手当の導入、また、期末勤勉手当の

支給割合の改定について規定しております。24ページ中段をご覧ください。

第３条では、刑法改正に伴う改正について規定しております。改正の内容に

つきましては、36ページからの「資料」により、ご説明申し上げます。「１ 

趣旨」でございますが、国において、令和６年８月８日の人事院勧告を受け、

一般職の国家公務員の給与が改正され、それに準じて本組合においても一般

職の給与を改定し、新たに管理職員特別勤務手当の導入及び刑法の改正に伴

い、所要の改正をするものでございます。「２主な改正内容」でございます

が、「（１）第１条関係」につきましては２点ございます。１点目は、給与

表の改定でございます。若年層に重点を置きつつ、30歳台後半までの職員に

重点を置いて、全ての職員を対象に給料月額を引き上げるもので、平均改定

率は3.0％でございます。次に、２点目は、期末勤勉手当の支給割合の改定で

ございます。一般職の期末手当及び勤勉手当の年間支給割合をそれぞれ0.05

月分引き上げ、期末勤勉手当の年間支給割合を4.5月分から4.6月分とするも

のでございます。表をご覧ください。本条例の改正内容につきまして、令和

６年度の支給期別にそれぞれの支給割合を示しております。37ページをご覧

ください。第２条関係になりますが、先ほどの令和６年度と同様に令和７年

度以降の支給期別にそれぞれの支給割合を示しております。「（２）第２条
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関係」につきましては６点ございます。１点目は、給料月額最低水準の引き

上げでございます。職務や職責をより重視した給料表体系の整備をするため、

行政職給料表に記載のとおり３級以上の初号給近辺の号給をカットし初号給

の額を引き上げ、また、号給のカットに伴い職員の号給を30ページから35ペ

ージの切替表により切り替えるものでございます。38ページをご覧ください。

２点目は、扶養手当の段階的な見直しでございます。令和８年度までに表に

記載のとおり配偶者に係る手当の廃止、また、子に係る手当を月額１万３千

円に引き上げるものでございます。３点目は、地域手当支給割合の段階的引

き上げでございます。地域手当の支給地域の単位が広域化されることに伴い

表に記載のとおり８％に段階的に引き上げるものでございます。４点目は、

通勤手当の引き上げでございます。国において、支給限度が現行の月５万５

千円から15万円に引き上げられることから、本組合においても同様に改正す

るものでございます。５点目は、管理職員特別勤務手当の導入でございます。

管理職である職員が正規の勤務時間以外の時間で平日夜間の時間帯の午後10

時から午前５時まで、または、週休日等において臨時又は緊急の必要により

勤務した場合に支給される管理職員特別勤務手当を新たに規定するもので、

支給額等については表に記載のとおりでございます。39ページをご覧くださ

い。最後に６点目は、再任用職員への手当支給の拡大でございます。国にお

いて、再任用職員への住居手当の支給が開始されることから本組合において

も同様に改正し、手当支給額は60歳前の職員と同基準とするものでございま

す。「(３)刑法の一部改正に伴う改正」につきましては、刑法の一部改正に

より、懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑に一本化されることに伴い、「禁錮」

を「拘禁刑」に改めるものでございます。「３改正による影響額」でござい

ますが、(１)令和６年度の影響額は、区分欄にございます、給料表の改定及

び期末勤勉手当の改定により会計年度任用職員以外の職員については、合計

11万１千円となり、会計年度任用職員については、合計20万４千円となる見

込みでございます。(２)令和７年度の影響額は、区分欄にございます、給料

月額最低水準の引き上げ、扶養手当の見直し及び地域手当支給割合の改定に

より会計年度任用職員以外の職員については、合計34万５千円、会計年度任

用職員については、地域手当支給割合の改定により５万８千円となる見込み

でございます。40ページをご覧ください。(３)令和８年度の影響額は、区分

欄にございます、給料月額最低水準の引き上げ、扶養手当の見直し及び地域

手当支給割合の改定により会計年度任用職員以外の職員については、合計 

50万５千円、会計年度任用職員については、地域手当支給割合の改定により

５万８千円となる見込みでございます。「４改正の実施時期」でございます

が、この条例は「２（１）第１条関係の①給料表の改定」については令和６

年４月１日から、「２（１）第１条関係の②期末勤勉手当の支給割合の改定」

については令和６年12月期の期末勤勉手当から、「２（２）第２条関係の改
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正」については令和７年４月１日から、「２（３）第３条関係の改正」につ

いては、令和７年６月１日から適用するものでございます。以上、議案第５

号につきまして、よろしくご審議のうえ、ご可決たまわりますようお願い申

し上げ、説明とさせていただきます。 

 

議長（加藤久豊） 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） 質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論は

ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） 討論を終結いたします。これより採決を行います。本案は、

原案を可とするにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（加藤久豊） ご異議なしと認めます。よって、議案第５号は原案を可と

するに決しました。以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。

これをもちまして、令和７年第１回中部知多衛生組合議会定例会を閉会とい

たします。 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

午前10時31分 閉会 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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地方自治法第 123 条第２項の規定により、ここに署名する。 
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